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第１ 趣旨 
 三原市（以下、「市」という。）と広島労働局（以下、「労働局」という。）は、市におけ

る雇用の促進及び労働環境の改善に連携して取り組むため、令和６年１月 29 日に「三原

市雇用対策協定」（以下、「協定」という。）を締結した。 

 この協定に基づき、市、労働局及び三原公共職業安定所（以下、「ハローワーク三原」

という。）は、市が行う地域活性化、雇用創出や働きやすい環境づくりに関する施策と、

労働局が行う職業紹介、雇用保険、事業主指導及びその他の雇用に関する施策が密接な連

携のもとに円滑かつ効果的に推進されるよう本計画を策定する。 

 また、各施策に対する相互の理解を深め、一体的な対策の実施により市の雇用の促進、

労働環境の改善及び就労支援の強化を図ることとする。 

 

第２ 令和５年度の主要な雇用施策 
１ 連携体制の強化による総合的な雇用対策の推進 

（１）市と労働局との連携窓口等 

    市においては経済部商工振興課、労働局においては職業安定部職業安定課を雇用

労働施策の連携窓口とし、就職・就労支援をはじめとする様々な雇用対策につい

て、情報の共有化を図るとともに、協働体制による施策の推進を図ることとする。 

 （２）雇用労働施策関連情報の提供等 

    労働局は、求職者支援制度及び雇用関連助成金等の雇用労働施策について、ホー

ムページの活用やマスコミを通じた情報発信に取り組む。 

    また、ハローワーク三原は、市に対して雇用労働施策の情報を提供し、事業所や

経済団体及び求職者に対しても、SNS の活用等により積極的に雇用労働施策の周

知を図る。 

    市は、雇用労働施策の周知について、広報誌、ホームページ、ＳＮＳ等の広報媒

体を活用し、市民への分かりやすい情報提供に取り組む。 

（３）協定に基づく雇用対策の推進 

    市、労働局及びハローワーク三原は、協定に基づく雇用対策を一体的に推進する

にあたり「三原市雇用対策協定運営協議会」を設置し、事業計画の策定、進捗状況

の把握、事業評価及び改善策等の検討を行う。 
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２ 若者への就職支援、女性の活躍促進に向けた取組 

（１）若者への就職支援 

新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響からの回復基調にはあるが、物価高 

騰等による影響等の不安定要素もある中、社会経験の少ない若者に対する就労に向

けた支援の重要性は依然として重要である。 

 市が取り組む施策  

    市内企業の情報冊子を作成し広く学生等へ提供する。 

    また、大都市圏及び近隣で開催される会社説明会に市内企業が参加しやすい枠組

みを整備し、オンラインによる説明会も開催する。 

 労働局が取り組む施策  

ハローワーク三原は、管内高等学校等との連携により、早期に内定が得られるよ

う個別に就職に向けた支援を行うことにより、市内企業とのマッチングに取り組

む。 

また、新規学卒者を対象とした求人の確保に努めるとともに、若者雇用促進法に

基づき新規学卒者を募集する企業に対し、求人情報とともに職業能力の開発及び向

上に関する状況等、幅広い情報を提供するよう周知・啓発に努める。 

さらに、若者の採用・育成に積極的で雇用管理の状況等が優良な中小企業を認定

する制度（ユースエール認定制度）の普及及び当該企業の確保に努め、積極的な情

報発信に取り組む。 

         市と労働局が連携して取り組む施策  

    市が対面又はオンラインによる会社説明会等を開催する際は、ハローワーク三原

は必要に応じて職員の派遣等を行う。 

（２）女性の活躍促進 

キャリア形成のため継続して働くことのできる雇用環境や子育て世代の求職者ニ

ーズに対応した職業相談や求人の確保を通じ、女性が活躍できる環境の整備に取り

組む必要がある。 

 市が取り組む施策  

    女性デジタル人材育成業務、三原市女性就労支援業務におけるママワークスクー
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ルの開催等を通じ、女性の職業能力を高めると同時に市内企業との出会いの場を提

供する。 

 労働局が取り組む施策  

    ハローワーク三原は、市が主催する「三原市男女共同参画審議会」に委員として

参画し、仕事と子育ての両立支援等に関する事項について積極的に関与するととも

に、未就業期間が長期化した求職者の自信回復及びスキルアップのため、きめ細や

かな職業相談や、職業訓練のあっせん等を通じて円滑な再就職支援を実施する。 

また、求人受理にあたっては子育て支援求人の確保に努める。 

 市と労働局が連携して取り組む施策  

    市及び労働局は、女性活躍推進法の基本方針を広く周知し、事業主に対して女性

活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定義務等の周知・啓発に努め

る。 

   

３ 高年齢者、障害者、外国人及び就職氷河期世代の求職者に対する就職支援 

 （１）高年齢者の就職支援 

    少子高齢化に伴い人口減少が進む中、働く意思・能力がある高年齢者の働く場の

確保と社会の支え手としての労働力確保という両者のニーズを満たすため、雇用の

確保と働き続けられる社会の実現が求められている。 

 労働局が取り組む施策  

    ハローワーク三原は、70 歳までの就業機会の確保等に向けた職場環境の整備を

図るため、65 歳を超える定年引上げ及び継続雇用制度の導入に向けて市内企業に

対する意識啓発に取り組む。 

また、高年齢求職者向け求人情報誌の発行、求職者担当者制による就職支援及び求

職者のニーズを踏まえた求人開拓を実施する。 

 市と労働局が連携して取り組む施策  

    市及びハローワーク三原は、高年齢者の就業機会の確保を図るため、公益社団法

人広島県シルバー人材センター連合会が行う高齢者活躍人材確保育成事業の周知及

び公益社団法人三原市シルバー人材センターの活用促進に取り組む。 

 （２）障害者の就職支援 
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    障害者の雇用機会の確保及び職場定着への支援等、就労を通じた地域社会への参

画を促進することが重要である。 

 市が取り組む施策  

    市は、ワークリンクスみはらを活用した障害者向け求人の開拓を行うとともに、

各支援機関を対象とし新たに障害者雇用に取り組もうとする企業の見学会を開催す

る。 

     労働局が取り組む施策  

    障害者雇用に関する優良な取組を行う中小企業を認定する制度（もにす認定制度）

の周知を図り、認定の取得勧奨に努める。 

また、ハローワーク三原は、障害者に対する職業相談・紹介を行うとともに、近隣

のハローワークと連携し、障害者合同面接会を開催する。 

 市と労働局が連携して取り組む施策  

市及び労働局は、障害者雇用についての事業主や一般市民の理解を高める政策、障

害者の就労のための必要な支援を連携して行う。 

市とハローワーク三原は、障害者の雇用経験やノウハウの不足により、障害者雇用

が進んでいない企業に対し、社会福祉法人三原市社会福祉協議会、独立行政法人広島

障害者職業センター等の関係機関と連携し、採用の準備段階から採用後の職場定着ま

での支援を行う。 

 （３）外国人の就職支援 

    三原市在住の外国籍の市民は約２千５百人となっており、国籍や民族等に関わら

ず誰もが安心して生活でき、多様な文化の中で培われた技能を発揮できるよう外国

人に対する就労支援や企業等への啓発が求められている。 

 市が取り組む施策  

    外国籍の市民が地域社会に溶け込めるような環境を整備し、必要に応じて日本語

能力向上等の就労に向けた基礎的な支援を行う。 

 労働局が取り組む施策  

    ハローワーク三原は、ポルトガル語・スペイン語・英語の通訳員を配置して、職

業相談及び職業紹介を実施するとともに、事業主に対し外国人雇用状況届出制度の

適切な運用等に関する周知及び啓発に努める。 
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  市と労働局が連携して取り組む施策  

    市及びハローワーク三原は、ウクライナ避難民を含む特別な事情のある外国人に

対し、市が行う生活支援等とハローワーク三原が行う就職支援等について、連携し

て取り組む。 

 （４）就職氷河期世代の求職者の就職支援 

    就職氷河期世代は雇用環境が厳しい時期に就職活動を余儀なくされた世代であり、

その中には希望する就職ができず、不本意ながら不安定な仕事に従事している、又

は、無業の状態である等の様々な課題に直面している者が一定数存在しており、正

社員への就職や、社会参加を促進などにより、活躍の場を広げられるよう重点的な

支援が求められている。 

 市が取り組む施策  

    市は、社会福祉法人三原市社会福祉協議会等と連携し、引きこもり対策等を実施

し、就職氷河期世代の社会参加を通じ、就労に向けた意欲を高めるよう促す。 

 労働局が取り組む施策  

    ハローワーク三原は、職業相談・紹介を実施するとともに、就職氷河期世代職場

実習・体験事業を活用し、希望職種に対する不安の解消及び知見の拡大に繋げる支

援に取り組む。 

 市と労働局が連携して取り組む施策  

    市、労働局及びハローワーク三原は、希望する就職の実現や社会参加を促進し、

活躍の場を広げられるよう支援する。 

 

４ 生活困窮者等の社会的自立に向けた就職支援 

  生活保護受給者、児童扶養手当受給者、住居確保給付金受給者及び生活困窮者自立支

援法に基づく生活困窮者の就労に向けた自立支援を推進することが求められている。 

 市が取り組む施策  

  市は、生活困窮者等のうち本人の同意が得られた者については、ハローワーク三原

へ誘導するほか、社会福祉法人三原市社会福祉協議会と連携した就職支援を行う。 

 労働局が取り組む施策  

  ハローワーク三原は、支援対象者に対しては、求職者担当者制によるきめ細やかな
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職業相談を実施し、事業主に対しては、助成金等の支援制度の周知及び活用を図る。 

     市と労働局が連携して取り組む施策  

市及びハローワーク三原は、生活困窮者自立支援法に基づく包括的な相談支援の一

環として締結した「生活保護受給者等就労自立促進事業に関する協定」に基づき、要

支援者に対し、本人の適性に応じた職業紹介を実施し、就労支援を推進する。 

また、児童扶養手当現況届の提出時期に合わせて、市の届出会場に、ハローワーク

職員を配置し、ひとり親を含む生活困窮者等に対する就職に向けた相談業務を連携し

て行う。 

 

５ ＵＩＪターン就職の促進 

  三原市へ移住を希望する求職者及び大都市圏等の市外に就学した学生等に対し、市内

への就職を通じた移住・定住を促進することが重要な課題である。 

   市が取り組む施策  

  市は、J デスクみはら（労働力導入促進総合企画会議）の枠組を活用し、大都市圏

で開催される U ターンイベント等へ参加する。 

 労働局が取り組む施策  

  ハローワーク三原は、求職者担当者制によるきめ細やかな職業相談を実施し、オン

ライン職業相談等の手法も活用した支援を行う。 

 市と労働局が連携して取り組む施策  

  市、労働局及びハローワーク三原は、市が実施する施策に関する情報を共有し、大

都市圏からのＵＩＪターンによる移住を促進するため、企業情報や求人情報等の提

供及び移住・定住に向けた各種支援事業等の情報提供を行う。 

 

６ 人材確保等に向けた取組 

  三原市の生産年齢人口が、中長期的に減少していくことが予測されている中、企業の

人手不足を解消するための取組が求められている。 

 市が取り組む施策  

  市は、社会福祉法人三原市社会福祉協議会を通じて、介護職員初任者研修を実施す

るとともに、介護職員等研修受講料助成金を活用し人材の育成に努める。 
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   労働局が取り組む施策  

ハローワーク三原は、人材不足が著しい分野（医療・福祉、建設、警備、運輸）にお

いて、潜在的求職者に対し職場見学、セミナー、管理選考会等の開催により就職支援に

努め、マッチングを促進することにより人材確保に取り組む。 

また、求職者に対するきめ細やかな職業相談による、公共職業訓練や求職者支援訓練

などを活用した職業スキルや知識の習得を促進し、人材ニーズの高い職種や成長分野

へのマッチングを通じて、人材確保を支援する。 

 市と労働局が連携して取り組む施策  

  市とハローワーク三原は、「雇用対策異業種交流会」の開催等により、企業の人材確

保に関する取組を支援する。 

 

７ 雇用変動、雇用調整等に対する支援 

  市内への企業進出などにより一定規模の求人需要が見込まれる際の人材確保需要に対

応した求人者支援や、人員整理等による大量離職が発生する場合（又は、発生が見込ま

れる場合）の雇用支援について、市、労働局及びハローワーク三原は、一体となって対

応する必要がある。 

   市が取り組む施策  

  市は、産業施策による企業誘致や事業規模の拡大により、一定規模の求人需要が見

込まれる場合等には、速やかにハローワーク三原と情報共有を図る。 

   労働局が取り組む施策  

  労働局及びハローワーク三原は、景気の変動や産業構造の変化など経済上の理由に

よる事業活動の縮小を余儀なくされた場合の雇用調整助成金の活用や、公益財団法人

産業雇用安定センター広島事務所と連携した出向等による失業なき労働移動の取組を

実施し、離職が不可避である場合は、ハローワーク三原を中心にアシストハローワー

クを実施し、再就職のためのマッチングを支援など、労働者の雇用の維持に向けて取

り組む。 

 市と労働局が連携して取り組む施策  

  市、労働局及びハローワーク三原は、一定規模の求人需要が発生する場合、相互に情

報共有を図り、個別面接会の開催及び近隣市町を含む求職者の動向等に係るデータを
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提供することにより必要な人材の確保を図る。 

また、大量離職が懸念される場合は、必要に応じて面接会及び説明会を開催する等の

対応を協力して行う。 

 

第３ 本計画に基づく取組に関する数値目標 
 本計画に基づき市、労働局及びハローワーク三原が取り組む雇用施策に係る数値目標に

ついては、令和６年度以降に設定する。 


